
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 課税事業者選択届をした場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ｑ：今年開業した事業者ですが、設備投資

が結構あるので、消費税の課税事業者を選択

しようと思います。この場合は、今年の課税

売上が1,000万円なくても３年目も課税事業

者になると聞きましたが本当ですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：一般課税により消費税の確定申告を行

う必要があります。 

【解説】  

課税事業者を選択した事業者は、課税事業

者となった課税期間の初日から原則として２

年間は免税事業者となることはできませんが、

「消費税課税事業者選択届出書」を提出した

事業者は、課税事業者となった課税期間の初

日から２年を経過する日までの間に開始した

各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入

れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課

税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、

その調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っ

た日の属する課税期間の初日から原則として

３年間は、免税事業者になることはできず、簡

易課税制度を適用して申告することもできま

せん(一般課税により消費税の確定申告を行

う必要があります)。よく検討するようにしま

しょう。 

なお、この場合の調整対象固定資産とは、棚

卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び

装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、

器具及び備品、鉱業権その他の資産で消費税

等を除いた税抜価格が100万円以上のものを

いいます。     
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